
対象地区 月　日 対象地区 月　日

高田・室原 池辺
広幡・上多度 笠郷
小畑・多芸

全地区
養老・日吉

※初日は大変混み合いますので、できるだけ地区ごとの指定日のご来場にご協力ください。
※地区ごとの指定日に都合のつかない人は、申告期間中に都合のつく日にお越しください。

町では、町県民税および所得税の申告相談を次の日程で行います。
なお、申告会場での皆さまの待ち時間を少しでも減らすため、帳簿や領収書などは必ず事前に集計・整理
を行い、収支内訳書や医療費控除明細書などを作成してお越しください。
また、申告には『利用者識別番号』が必要です。既に取得している人は番号がわかるもの（税務署が発送する

『確定申告のお知らせ』や『利用者識別番号等の通知』など）をお持ちください。まだ取得していない人は会場で
職員が取得しますのでご安心ください。

※申告会場では、８時30分より受付番号札を先着順で配付します。
※番号札は先着順で配付しますが、申告に必要な書類（収支内訳書・医療費控除明細書など）が不足
している場合には、書類がそろってからの案内となります。
※順番の呼び出しの際に不在の場合は、その番号は無効となり、新たに番号札を取り直していただ
くことになります。
※会場の混雑状況により入場をお断りし、後日の来場をお願いすることがあります。

場　　所　町役場　４階大会議室（高田798番地）
開設期間　２月16日(月) ～３月16日(月)（土・日曜日、祝日を除く）
時　　間　９時～ 16時

●事業所得や不動産所得がある人は収支内訳書を準備してください。
●医療費控除を受ける人は医療費控除明細書を作成してください。
●外貨預金の解約などで為替差益が生じた人が申告をする場合は、所得額がわかるようにご準備ください。
●税務課窓口では申告の相談は行いません。確定申告書は名古屋国税局業務センターへ直接郵送してくだ
さい。

●町の申告会場では下記①～⑩に該当する申告は受け付けしていません。

　税務署の確定申告会場（大垣市情報工房）で申告してください。
①令和８年度（令和７年分）以外の申告
②青色申告
③消費税・贈与税の申告
④土地・建物や株式などの譲渡所得の申告
　（国・県・町に土地・建物を売った場合を除く）
⑤分離課税の申告

⑥雑損控除の申告
⑦繰越控除の申告
⑧初めての住宅借入金等特別控除の申告
⑨準確定申告（亡くなった人の申告）
⑩その他内容が複雑な申告

２月17日(火)・３月２日(月)
２月18日(水)・３月３日(火)
２月19日(木)・３月４日(水)

２月20日(金)・３月５日(木)

２月24日(火)・３月６日(金)
２月25日(水)・３月９日(月)

２月16日(月)・26日(木)・27日(金)
３月10日(火)・11日(水)・12日(木)
13日(金)・16日(月)

税の申告は正しくお早めに税の申告は正しくお早めに

◎申告会場

　「養老町役場」に申告会場を開設します。


